
News① アンケートの結果を公表しました！ 

 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の活動状況を調査し、活動実態を把握するとともに、「千葉市 

市民自治によるまちづくり条例」に基づく施策や、ＮＰＯ法人の支援制度を検討するための基礎資料 

とすることを目的としてアンケートを実施しました。 

多くの法人の皆様にアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。 

本アンケートの結果について、千葉市ＨＰにて公開いたしました。 

アンケート結果は、右の二次元コードよりご覧いただけます。 

（または「千葉市 ＮＰＯ法人」で検索） 

アンケートには、各法人の活動状況、課題認識や課題を解決するための工夫など、皆様の参考に 

していただける情報もありますので、ぜひご覧ください！ 

 

News② 「千葉市まちづくり応援寄附金」への登録団体を募集しております！ 

 

新型コロナウイルス感染症拡大による活動の自粛等で影響を受けた“まちづくり団体を応援する” 

ため、そして“まちづくりの活性化”を目指して、「千葉市まちづくり応援寄附金（愛称：まち寄附）」

を令和 2 年 10 月より開始しております！この制度を活用して、是非千葉市を盛り上げていきましょ

う！ 

■まち寄附とは？ 

寄附者が、一定の要件を満たした対象団体の中から、応援したい団体を指定して寄附ができる千葉市

の新しい制度です。ふるさと納税を経由して団体へ寄附することで、寄附者は税控除を受けることが 

でき、指定された団体は、いただいた寄附金を公益的なまちづくり活動へ活用します。 

「活動費を集めたい！」とお考えの団体におかれましては、登録をご検討ください。 

また、登録団体への寄附も随時受け付けておりますので、よろしければご利用ください。 

 

 

 

 

 

※まち寄附では、いただいた寄附金をより多く活動にあてるため、お礼の品のご用意はありません。 

詳しくは千葉市ＨＰをご確認ください。 
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News③ 千葉市基本計画（計画期間：令和 5～14年度）を策定しました！  

 

今後 10 年間のまちづくりの大きな方向性を示す「千葉市基本計画（令和 4 年 9 月議決）」を策定 

しました。 

新しい基本計画では、市の特性である「都市の利便性」と「豊かな自然」を活かし、10 年後に実現 

すべき本市の姿を「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市」と定めています。 

また、その実現に向けた「まちづくりを進める力」として、市民をはじめとした多様な主体の一層の

連携により、「みんな」でまちづくりを進めることを位置付けています。 

皆様方におかれましては、今後ともより一層、本市のまちづくりにお力添え賜りますよう 

お願いいたします！ 

 

詳しくは、千葉市ＨＰをご確認ください。 

 

                 で検索！ 

 

News④ 令和５年 10 月からインボイス制度が始まります！ 

 

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年 10月 1日から消費税の適格請求書等保存方式 

（いわゆるインボイス制度）が施行されることとなっています。 

 

■インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは？ 

買手は、消費税の仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けた 

インボイス（適格請求書）を保存する必要があります。 

売手がインボイスの交付を行うためには、事前にインボイス発行事業者（適格請求書発行事業者） 

の登録申請が必要であり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。 

なお、令和 5年 10月 1日からインボイスを交付するためには、令和 5年 3月 31日までに 

登録申請手続を行う必要があります。 

 

詳しくは、国税庁ホームページ等からご確認ください。 

＜国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター＞ 

0120-205-553（無料） 【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く） 

＜国税庁 インボイス制度特設サイト＞ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 

 

書類のご提出・お問い合わせ先 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1 番 1 号 本庁舎 8 階 

千葉市 市民局 市民自治推進部 市民自治推進課 

TEL 043-245-5664 FAX 043-245-5665 Mail chiba.npo-houjin@city.chiba.lg.jp 

  千葉市基本計画     

千葉市基本計画に関するお問い合わせ先 

総合政策局 総合政策部 政策企画課 

TEL 043-245-5046 FAX 043-245-5534 

Mail kikaku.POC@city.chiba.lg.jp 

https://www.npo-homepage.go.jp/external/?url=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Ftaxes%2Fshiraberu%2Fzeimokubetsu%2Fshohi%2Fkeigenzeiritsu%2Finvoice.htm

